
北
毫
溝
に
於
け
る
西
・
蘭
爾
國
の
角
逐

幣

原

坦

　
　
　
　
綱
　
淡
水
戦
か
基
隆
載
か

　
癖
人
が
、
憂
灘
の
今
の
安
養
の
地
に
上
陸
し
て
（
「
六
二
四
年
目
ぜ
ー
ラ
ン
ヂ
や
城
を
築
き
、
支
那
貿
易
及
び
日
本
貿

易
の
踏
石
を
作
っ
て
、
呂
宋
を
濃
墨
と
す
る
西
班
牙
人
を
抑
へ
、
さ
う
し
て
膚
ら
東
海
に
覇
を
辮
し
ょ
う
と
し
て
か
ら
、

西
班
牙
人
も
、
　
｝
つ
に
は
不
安
に
堪
へ
す
、
二
つ
に
は
積
極
的
の
樹
抗
生
を
講
じ
、
一
六
こ
六
年
、
藁
灘
の
東
海
岸
を

廻
っ
て
墓
隆
に
着
き
、
叢
に
ナ
ン
・
サ
川
フ
ァ
ド
ル
城
を
築
い
た
の
み
な
ら
す
、
エ
門
外
八
年
に
は
、
淡
水
に
進
ん
で
サ
　
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

ン
ト
・
ド
ミ
ン
ゴ
砦
を
設
け
だ
。
之
を
見
た
里
人
は
、
い
ま
く
冒
の
上
の
瘤
に
耐
怨
し
難
く
、
途
に
兵
を
動
か
し
て
、
．

一
六
四
二
年
に
、
西
人
の
新
緑
糠
地
を
覆
し
、
南
北
毫
灘
を
掌
中
に
牧
め
た
。
こ
の
戦
璽
は
、
墓
穴
に
於
て
行
は
れ
た

こ
と
、
蘭
人
の
公
文
に
よ
っ
て
疑
ふ
べ
く
も
な
い
ゆ
然
る
に
、
西
入
の
記
録
が
、
動
も
す
れ
ば
之
を
淡
水
の
戦
孚
と
し

て
み
る
の
は
、
甚
だ
詩
か
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
二
審
の
著
し
く
あ
ら
は
れ
て
み
る
の
は
、
キ
ャ
ム
ベ
ル
氏
の
「
和
蘭
治
下
の
璽
灘
」
嫡
軌
版
〇
三
で
あ
る
。
こ
れ
畢
覧
、

或
所
は
里
人
の
記
録
に
よ
り
、
番
所
は
西
人
の
記
録
に
よ
っ
て
、
鐸
撮
し
た
に
因
る
の
で
あ
る
一
即
ち
第
一
編
「
墓
灘

書
起
中
に
、
漏
蘭
貿
易
史
」
を
説
い
て
み
る
所
は
、
誹
蘭
人
の
記
讐
よ
つ
て
、
こ
の
戦
璽
を
墓
隆
の
や
う
に
書

　
　
　
　
北
高
富
に
於
一
3
る
・
西
門
爾
國
の
鎌
脚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
＋
七
巻
第
　
號
　
　
九
一



　
　
　
　
北
蟹
薄
に
於
け
ろ
・
断
薩
繕
事
の
角
淫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
箪
一
連
　
　
　
九
二

い
て
る
る
に
も
拘
は
ら
す
、
附
録
の
壁
頭
、
＝
六
四
二
年
壼
灘
よ
り
駆
遽
さ
れ
た
西
入
」
を
叙
す
る
所
は
、
湘
蹴
專
ら

西
入
の
記
録
を
翻
繹
し
て
、
こ
の
戦
雫
を
淡
水
と
朋
記
し
て
み
る
。

グ
ヅ
・
ソ
ド
う
氏
も
亦
、
蓬
去
及
び
現
在
の
肇
灘
起
灘
三
中
、
「
和
蘭
治
下
の
憂
薩
を
叙
す
る
所
に
於
て
は
、

二贈

ｱ
の
戦
争
を
流
水
と
記
し
、
さ
て
幕
隆
城
に
關
す
る
記
事
を
敏
く
の
も
、
心
に
安
ん
じ
な
か
っ
た
も
の
と
見
え
て
、

「
基
隆
も
亦
同
様
に
落
城
し
た
の
で
あ
る
」
と
い
ふ
…
句
を
挿
入
し
拠
。
こ
れ
は
全
く
、
氏
自
身
の
製
作
し
た
文
句
に
外

な
ら
ぬ
Q
．
　
　
一

．
ご
了
氏
及
び
・
バ
ー
ト
う
氏
共
編
の
「
・
夢
ッ
ビ
畑
島
」
鋼
玉
。
六
年
春
＋
五
篇
中
、
「
西
班
牙
の
失
っ
た
盛

灘
」
を
叙
す
る
所
に
於
て
は
、
㎜
止
軌
声
点
咽
こ
の
戦
孚
の
目
撃
者
、
否
西
畑
中
の
一
花
形
と
も
い
ふ
べ
き
ド
ミ
ニ
カ
ン
僧
、

フ
ラ
イ
・
フ
ア
ン
・
デ
壱
ス
・
ア
ン
ヘ
レ
ス
の
記
録
を
鐸
述
し
、
而
し
て
そ
の
記
録
中
に
は
、
淡
水
の
戦
馬
と
明
記
し
て

み
な
い
の
に
、
編
者
は
之
を
淡
水
戦
と
思
込
ん
で
み
た
先
入
圭
の
爲
め
か
、
そ
の
融
き
に
、
フ
ェ
ラ
ソ
ー
3
一
氏
及
び
フ
チ

ン
セ
罠
共
編
の
ヲ
・
ソ
ソ
ビ
薦
に
於
け
る
ド
三
軍
ン
史
」
翫
朧
。
を
引
い
て
自
註
を
加
へ
、
ヲ
ン
ヘ
レ
ス
師
の
・

い
ふ
如
く
、
淡
永
は
蘭
入
の
爲
め
に
攻
捜
せ
ら
れ
た
」
と
書
い
て
み
る
の
は
、
或
は
フ
ェ
ラ
ン
ド
ー
氏
等
の
誤
謬
を
踏

襲
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
ア
ン
ヘ
レ
ス
師
を
謹
ゆ
る
の
責
は
免
れ
な
い
で
あ
ら
う
。

　
實
に
ア
ン
ヘ
レ
ス
の
記
録
は
、
基
隆
に
於
け
る
争
議
の
記
事
で
あ
る
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
西
班
牙
入
の
中

に
は
、
早
く
か
ら
こ
の
塵
事
を
、
淡
水
戦
と
思
違
ひ
を
し
て
み
る
入
が
あ
っ
た
も
の
と
見
え
て
、
戦
事
か
ら
百
四
十
六

（9P．）



年
後
に
出
版
さ
れ
た
西
人
牧
師
フ
ラ
イ
・
フ
ア
ン
・
デ
・
ラ
・
コ
ン
セ
プ
シ
ォ
ソ
の
「
フ
ィ
リ
ソ
ビ
ン
通
史
し
は
、
第
五
編
第

五
章
に
於
て
、
西
人
が
基
隆
を
占
乱
し
た
事
情
を
叙
す
る
こ
と
極
め
て
要
領
を
得
て
み
る
に
拘
は
ら
す
、
同
第
七
章
以

後
に
な
る
と
、
淡
水
を
以
て
西
人
の
本
糠
地
と
す
る
如
き
書
振
り
に
な
り
、
第
六
編
第
三
章
に
於
て
、
　
一
六
四
二
年
の

こ
の
戦
箏
を
叙
す
る
所
に
至
る
と
、
藩
学
明
か
に
淡
水
の
事
と
し
て
之
を
陳
述
し
て
み
る
。
戦
箏
よ
b
薔
紀
劣

後
ち
、
當
事
國
の
入
の
著
述
す
ら
こ
の
有
機
で
あ
る
。
西
入
が
、
い
か
に
塁
濁
に
關
す
る
正
確
な
知
識
を
有
し
な
か
っ

た
か
は
、
是
を
以
て
も
推
知
す
る
に
足
る
で
あ
ら
う
。

　
西
人
中
に
か
、
る
誤
解
を
生
じ
た
の
は
、
い
つ
の
頃
か
ら
で
あ
る
か
、
叉
何
に
よ
っ
て
で
あ
る
か
Q
今
か
ら
勃
然
と

之
を
知
る
を
得
な
い
が
、
戦
事
の
璽
年
（
…
六
四
三
年
）
、
西
軍
中
に
在
っ
た
牧
師
の
～
入
、
テ
オ
ド
ロ
・
デ
・
ヂ
ォ
ス
が
、

管
長
に
二
つ
た
書
簡
の
中
に
（
壷
北
帝
國
大
命
南
洋
蕃
語
研
究
室
所
蔵
の
ホ
セ
・
マ
ソ
ァ
・
ア
川
フ
ァ
レ
ス
著
「
豪
毒
し
所

載
）
、
淡
水
砦
撤
腰
の
事
を
記
し
、
そ
の
無
き
に
、
「
本
城
に
於
ご
は
、
生
要
な
る
墾
量
サ
ン
ニ
、
リ
ア
ン
を
打
殿
す
」
事

を
述
べ
て
、
さ
う
し
て
一
六
四
二
年
の
戦
璽
の
記
事
に
及
ん
で
み
る
。
よ
く
注
意
し
て
之
を
見
る
と
、
「
本
城
」
と
は
、

素
よ
り
基
隆
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
け
れ
と
も
、
若
し
注
意
を
怠
っ
て
み
る
と
、
不
知
不
識
、
淡
水
城
か
と
も
思
誤
る

の
で
あ
る
。

　
こ
の
や
う
な
紛
ら
は
し
い
事
か
ら
、
壷
灘
の
地
理
に
醐
す
る
認
識
不
足
の
人
々
に
、
い
つ
し
か
思
料
と
淡
水
と
の
混

簡
を
生
じ
た
も
の
と
見
え
る
。
そ
こ
で
西
軍
中
の
牧
師
の
他
の
一
人
た
る
ア
ン
ヘ
レ
ス
の
記
録
す
ら
も
、
撃
ち
に
は
淡

　
　
　
　
北
礁
灘
に
於
け
る
西
、
．
野
面
國
の
角
藩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
錦
一
競
　
　
九
三

（9S）



　
　
　
　
牝
出
遊
に
於
け
ろ
西
●
薄
爾
國
の
再
蓬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
犠
＋
七
巻
第
一
號
　
　
九
鰍

水
戦
孚
の
事
と
誤
解
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
σ
恐
ら
一
こ
れ
、
葱
人
の
牽
灘
地
理
に
書
す
る
認
識
不
足
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
乱
髪
の
當
事
者
は
、
所
謂
敗
軍
の
警
束
を
語
ら
す
で
あ
り
、
さ
う
し
て
後
世
、
基
隆
城
は
早
く
塵
擁
と
な
り
、
淡

水
砦
は
、
蘭
人
時
代
に
撃
て
、
西
入
時
代
よ
り
も
玉
蔵
に
再
建
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
後
世
ま
で
慶
っ
て
、
今
猶
ほ
そ
の
半

影
を
丘
上
に
留
め
て
み
る
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
世
に
淡
水
に
執
着
す
る
の
錯
畳
を
生
じ
だ
も
の
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
二
　
基
隆
戦
箏
の
原
因

　
基
隆
戦
雫
の
遠
因
は
、
　
一
六
二
六
年
、
西
班
牙
が
題
号
を
占
領
し
た
時
に
胚
胎
し
て
み
る
。
墜
ち
今
の
安
不
に
根
糠

を
定
め
て
、
雄
筆
海
退
し
ょ
う
と
し
た
和
蘭
三
っ
て
の
、
美
の
馨
が
暴
た
か
ら
、
之
を
除
去
し
よ
セ
、
り

す
る
の
は
畠
然
の
勢
で
あ
る
。
否
、
和
蘭
と
し
て
の
・
そ
の
以
前
よ
り
、
マ
ニ
ラ
に
謝
す
る
慾
望
す
ら
あ
っ
た
ほ
ど
で
ω

あ
る
か
ら
、
今
新
に
枕
頭
に
敵
の
蔚
聲
を
聞
く
に
至
っ
て
は
、
耐
忍
の
緒
を
切
っ
た
の
も
、
亦
人
情
の
然
ら
し
め
る
所

で
あ
ら
う
Q

　
さ
て
西
人
が
基
隆
を
占
領
し
だ
理
由
は
、
初
め
豊
日
本
政
策
か
ら
即
興
し
だ
の
で
あ
っ
た
が
、
後
ち
に
は
調
蘭
政
策

に
一
質
し
た
こ
と
、
村
上
（
直
次
郎
）
博
士
が
、
壷
灘
時
報
溜
調
駄
辮
に
寄
稿
せ
ら
れ
た
「
基
隆
の
紅
毛
城
西
」
壁
頭
に
概
説

せ
ら
れ
た
譲
り
で
あ
っ
て
、
懸
人
が
タ
イ
ワ
ン
（
安
李
）
を
占
領
し
た
以
上
は
、
も
は
や
積
極
的
行
動
を
疇
興
す
べ
き
で

な
い
と
決
心
し
た
。
一
六
二
六
年
五
月
、
ア
ン
ト
ニ
オ
・
カ
レ
ニ
オ
・
デ
フ
ァ
ル
デ
ス
の
率
み
る
艦
隊
は
、
豪
灘
の
東
海

岸
を
廻
っ
て
三
訂
灘
に
着
し
、
こ
、
を
名
づ
け
て
ブ
ン
チ
ァ
ゴ
（
三
潔
角
）
と
い
ひ
、
偵
察
船
を
貢
し
て
、
北
方
に
良
港



の
あ
る
こ
と
を
知
り
、
途
に
今
の
基
隆
港
に
入
つ
だ
の
が
、
五
月
十
二
露
で
あ
る
Q
騨
彼
等
は
、
こ
の
港
を
ラ
・
サ
ン
チ

シ
マ
・
ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
と
名
づ
け
、
港
の
前
面
に
横
は
る
墓
隆
島
（
今
の
就
寮
島
）
に
上
陸
し
て
、
そ
の
西
端
に
サ
ソ
・
サ

ル
フ
ァ
ド
ル
城
を
築
き
、
叉
島
の
東
方
の
丘
上
に
墾
塑
を
設
け
、
港
内
を
安
全
に
支
配
し
て
、
支
那
貿
易
及
び
織
本
貿

易
を
掌
中
に
股
め
よ
う
と
圖
つ
た
◎
建
ち
更
に
、
島
の
東
岸
、
及
び
南
方
の
陸
地
に
相
醤
す
る
水
道
（
入
管
門
）
の
岸
に

　
　
　
　
　
、

も
墜
塁
を
設
け
、
直
接
の
競
孚
者
た
る
蘭
人
の
侵
入
に
備
へ
、
二
年
の
後
ち
（
一
六
二
入
年
）
に
は
、
叉
淡
水
に
も
砦
を

築
い
て
、
之
を
テ
ン
ト
・
ド
ミ
ン
ゴ
と
聡
し
、
漸
次
朋
翼
を
張
ら
う
と
企
て
た
の
で
あ
っ
た
。

　
之
を
見
た
和
蘭
側
が
、
い
か
に
驚
い
て
決
心
を
固
め
π
か
は
、
　
一
六
二
九
年
二
月
十
口
附
、
ぜ
ー
ラ
ン
ヂ
や
長
官
ノ

イ
ツ
が
東
印
度
會
灘
に
報
告
し
た
支
那
貿
易
事
業
稗
継
犠
講
を
讃
ま
ば
、
思
牢
に
過
ぎ
る
も
の
が
あ
る
で
あ
ら
う
。
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

そ
の
要
に
曰
は
く
、

　
　
ゼ
ー
ラ
ン
ヂ
ヤ
（
安
坐
）
に
會
肚
の
根
篠
を
得
て
以
來
、
二
大
困
難
が
超
っ
て
、
我
等
に
不
便
を
興
へ
る
に
至
っ
た
・

　
　
一
は
盛
灘
の
北
方
に
敵
城
が
築
か
れ
た
こ
と
、
二
は
我
が
貿
易
の
二
間
入
り
を
し
ょ
う
と
す
る
日
本
人
の
偲
傲
な

　
　
る
要
求
が
邸
ち
是
で
あ
る
。
西
班
牙
人
に
冒
し
て
は
、
武
力
を
以
て
之
に
向
ふ
べ
く
、
日
本
人
に
叛
し
て
は
、
我

　
　
が
眞
意
を
知
ら
し
め
な
い
や
う
に
し
て
、
温
惜
を
以
て
之
に
打
勝
つ
を
得
策
と
す
る
◎
而
し
て
是
等
の
政
策
は
、

　
　
即
時
に
實
施
せ
ら
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
逡
巡
し
て
居
っ
た
な
ら
ば
、
自
ら
破
減
に
陥
る
で
あ
ら
う
。

　
　
西
人
及
び
恵
雨
の
唯
一
の
志
は
、
支
那
貿
易
を
支
持
す
る
に
あ
る
。
故
に
我
々
蘭
人
が
、
そ
の
貿
易
の
途
を
絶
つ

　
　
　
　
北
壌
瀞
に
於
け
ろ
酉
・
繭
爾
國
の
角
蓬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㌦
第
十
七
稔
第
一
號
　
　
　
九
五



　
　
　
　
牝
豪
灘
に
於
け
る
西
．
翻
爾
醐
の
角
返
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
第
十
七
巷
第
｝
號
　
　
九
六

　
　
か
、
又
は
3
、
の
利
を
減
少
せ
し
め
た
な
ら
ば
、
彼
等
は
マ
カ
オ
や
、
＝
ラ
や
、
マ
ラ
ソ
カ
や
、
チ
モ
ー
ル
等
の

　
　
彼
等
の
最
良
の
殖
民
地
を
捨
て
る
こ
と
は
、
止
む
を
得
譲
所
で
あ
ら
う
。
「
マ
ニ
ラ
政
臆
で
も
、
能
く
之
を
知
っ
て

　
　
み
る
。
故
に
壼
灘
を
取
っ
て
、
そ
の
頽
勢
を
挽
回
し
よ
う
と
撃
つ
た
。
こ
れ
、
　
一
六
二
六
年
の
西
人
基
隆
占
領
の

　
　
理
由
で
あ
る
Q

　
　
西
人
が
墓
隆
に
あ
る
間
は
、
我
々
に
樹
し
て
障
害
の
因
を
な
す
の
み
な
ら
す
、
貿
易
を
そ
の
方
に
吸
牧
し
、
叉
画

　
　
人
が
、
遭
難
在
住
の
土
人
、
及
び
支
那
人
を
指
罪
し
て
、
我
に
反
抗
せ
し
め
る
恐
が
あ
る
。
基
隆
を
さ
へ
攻
落
し

　
　
た
な
ら
ば
、
西
入
に
向
つ
だ
物
貨
は
、
皆
我
々
の
方
へ
向
ふ
こ
と
、
な
り
、
利
盆
を
得
ら
れ
る
は
必
然
で
あ
る
。

　
　
我
々
は
、
支
那
と
マ
ニ
ラ
と
の
貿
易
を
、
極
力
打
壊
は
す
必
要
が
あ
る
。
若
し
そ
れ
が
成
功
し
た
な
ら
ば
、
自
然

　
　
の
結
果
と
し
て
、
西
人
は
マ
ニ
ラ
等
を
見
捨
て
る
外
が
な
い
で
あ
ら
う
。

　
蘭
・
西
冷
点
人
の
嫉
硯
は
か
く
の
如
く
で
あ
る
か
ら
、
い
つ
し
か
北
毫
灘
に
、
干
鳥
相
見
み
え
る
に
至
る
こ
と
は
疑
を

容
れ
な
い
。
然
る
に
、
こ
の
勢
を
し
て
盆
よ
切
迫
せ
し
め
、
蘭
人
を
し
て
、
進
ん
で
攻
撃
的
態
度
に
出
る
こ
と
を
得
し

め
た
る
近
因
が
撃
つ
た
。
そ
れ
は
、
西
人
が
禽
ら
、
基
隆
の
守
備
に
重
き
を
罎
か
な
い
や
う
に
な
っ
た
事
で
あ
る
。

　
初
め
西
人
が
基
隆
を
占
領
し
た
時
、
田
本
貿
易
及
び
支
那
貿
易
の
置
綿
は
、
必
ず
こ
、
に
早
め
得
ら
れ
る
と
想
定
し

て
み
た
の
で
あ
っ
た
が
、
實
際
は
そ
の
慰
撫
を
裏
切
っ
て
、
日
本
は
海
外
渡
航
の
寄
算
を
毒
す
る
し
、
又
支
那
商
人
も

思
っ
た
よ
り
は
こ
、
に
理
る
者
が
少
な
い
。
そ
の
上
に
、
マ
ラ
ン
や
熱
の
流
行
が
甚
し
く
、
死
ぬ
る
者
さ
へ
多
い
の
で

（　9．6）



西
人
等
は
、
綾
々
マ
ニ
ラ
に
三
つ
た
こ
と
、
バ
タ
ビ
ヤ
城
日
誌
（
村
上
搏
士
課
出
）
に
見
え
る
所
の
如
く
で
あ
っ
た
。
呂

宋
総
督
セ
バ
ス
チ
ァ
ン
・
ウ
ル
タ
噂
1
3
、
・
デ
・
コ
ル
ク
エ
ラ
も
、
是
等
の
二
丁
を
見
聞
す
る
に
随
ひ
、
幕
隆
に
用
ふ
る
カ

を
轄
じ
て
、
他
の
方
面
に
向
は
う
と
考
へ
、
先
づ
、
塁
淘
土
人
の
同
情
の
な
い
淡
水
の
砦
を
撤
腰
せ
し
め
た
の
み
な
ら

す
（
一
六
三
丁
年
）
、
果
て
は
基
隆
城
の
一
部
を
さ
へ
殿
た
し
め
て
、
そ
の
守
備
兵
を
減
す
る
に
至
っ
た
。
印
ち
東
岸
塗

璽
、
及
び
南
方
の
水
道
墨
墨
は
、
楚
腰
を
命
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
π
が
、
水
遣
鑑
璽
は
、
牧
師
等
の
懇
願
に
よ
っ
て
、

姑
ら
く
興
行
を
見
合
は
さ
れ
π
け
れ
ど
も
、
東
岸
の
サ
ン
・
ミ
リ
ァ
ン
保
番
翌
は
撤
磨
さ
れ
た
か
ら
、
後
ち
の
母
人
上
陸

に
便
を
與
へ
た
。
さ
う
し
て
守
備
の
単
数
は
、
四
百
よ
り
多
く
は
な
く
、
そ
の
中
西
人
兵
は
、
僅
に
五
十
に
満
π
な
か

っ
た
の
で
あ
る
が
、
是
等
の
事
ま
で
、
皆
蘭
人
の
探
知
し
て
み
た
こ
と
は
、
バ
タ
ビ
ヤ
城
日
誌
に
徴
し
て
も
明
か
で
あ
　
D

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
眺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

る
Q
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

フ
ラ
づ
フ
ア
ン
・
デ
・
ラ
三
ン
セ
ブ
シ
オ
ン
の
フ
・
リ
ソ
ピ
ン
史
」
に
、
こ
の
時
の
内
情
を
論
じ
、
国
警
裂
罪
を

ぜ
シ
ュ
イ
ト
僧
侶
に
露
し
て
い
ふ
。
ぜ
シ
ュ
イ
ト
僑
侶
は
、
支
那
の
傳
遣
事
業
を
専
有
し
よ
う
と
思
っ
て
、
支
那
へ
の
飛

石
た
る
毫
灘
を
ば
、
他
宗
の
者
の
占
有
に
捨
て
お
く
に
怨
び
す
、
特
に
ド
ミ
ニ
カ
ン
宗
の
者
が
、
　
ロ
ー
マ
に
於
て
、
ぜ

シ
ュ
イ
ト
僑
侶
の
不
緊
張
を
言
責
し
た
の
に
冠
し
て
、
深
く
怨
恨
を
抱
き
、
コ
ル
ク
エ
ラ
総
督
に
説
い
て
、
ド
ミ
ニ
カ

ン
配
下
の
基
隆
を
捨
て
、
ぜ
シ
ュ
イ
ト
配
下
の
ミ
ン
ダ
ナ
オ
方
面
へ
、
兵
を
論
る
こ
と
を
勘
め
把
の
で
あ
る
と
。

　
諸
種
の
原
因
が
相
重
な
っ
て
、
西
人
が
基
隆
の
守
備
を
緩
め
た
事
は
、
蘭
人
に
取
っ
て
は
、
復
と
得
難
い
好
機
會
を

　
　
　
　
北
盗
灘
に
於
け
る
酉
．
蘭
爾
國
の
角
逐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
一
號
　
　
　
九
七



　
　
　
　
北
藁
灘
に
於
け
る
西
・
蘭
購
國
⑭
角
蓮
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
第
牽
七
巷
　
第
一
號
　
　
　
九
入

輿
へ
ら
れ
た
事
と
な
る
っ
コ
ル
ク
エ
ラ
絡
督
に
は
、
こ
れ
位
の
聰
明
が
な
く
て
は
な
ら
澱
所
で
あ
っ
た
Q
戦
璽
は
い
よ

く
避
く
べ
か
ら
ざ
る
事
實
と
し
て
、
眼
前
に
追
っ
て
診
た
。

　
　
　
　
三
　
戦
箏
の
序
幕

　
和
蘭
側
で
は
、
偵
察
も
略
そ
の
要
領
を
得
た
の
で
、
　
一
六
四
一
年
桜
月
二
十
四
日
、
大
尉
ヨ
ァ
ン
・
フ
ァ
ン
・
リ
ン
ガ

を
司
命
官
と
し
て
、
三
百
十
七
人
の
乗
組
員
を
率
み
て
基
隆
に
向
は
し
め
た
。
ソ
ン
が
等
は
浅
手
に
到
着
し
て
、
港
の

樹
岸
か
ら
、
望
遠
鏡
で
城
内
の
兵
数
を
算
へ
る
な
ど
、
具
さ
に
西
軍
の
實
況
を
見
極
め
、
金
包
里
の
村
落
を
焼
く
に
至

っ
た
が
、
ソ
ン
ガ
は
、
糖
分
等
の
兵
数
と
、
攻
城
準
備
の
不
足
を
以
て
し
て
は
、
焦
り
に
敵
城
を
攻
撃
す
る
を
不
利
と
　
の

考
へ
・
砲
門
を
ず
ン
。
ず
ル
フ
ァ
ド
ル
城
に
向
っ
て
開
く
こ
と
を
中
止
し
た
・
然
し
、
八
月
二
十
六
日
附
の
、
ぜ
ー
ラ
ン
　
ω

ヂ
や
長
官
（
パ
ウ
ル
ス
・
ト
ラ
ウ
デ
ニ
ウ
ス
）
か
ら
基
隆
城
守
（
ゴ
ン
ず
質
・
ポ
ル
チ
ソ
ォ
）
に
逡
る
公
丈
を
交
附
し
た
。
曰

く
、　

　
我
等
は
、
ラ
・
テ
ン
チ
シ
モ
に
於
け
る
、
基
隆
島
上
の
貴
下
の
居
城
を
ば
、
雫
和
手
段
叉
は
孝
恩
行
動
を
以
て
、
占

　
　
領
す
る
に
、
十
分
な
る
海
陸
の
兵
を
涙
遣
し
π
か
ら
、
基
督
説
教
の
慣
例
に
從
っ
て
、
貴
下
に
戒
告
す
る
。
貴
下
も

　
　
し
我
等
の
同
意
し
得
べ
き
降
服
乱
民
の
下
に
、
部
下
と
共
に
、
ラ
・
ず
ン
チ
シ
マ
・
ト
ソ
ニ
ダ
ー
ド
に
於
け
る
城
砦

　
　
を
放
棄
し
よ
う
と
思
は
れ
る
な
ら
ば
、
戦
爾
の
慣
例
に
よ
り
、
貴
下
及
び
部
下
を
適
法
に
遇
す
る
で
あ
ら
う
。
若

　
　
し
然
ら
ざ
る
に
於
て
は
、
貴
下
及
び
部
下
に
署
し
、
武
力
に
訴
ふ
る
場
合
の
例
に
よ
っ
て
、
行
動
す
る
の
外
が
な



　
　
い
。
貴
下
流
血
を
避
け
る
機
會
を
利
用
せ
ら
れ
、
時
冊
を
室
費
す
る
・
）
と
な
ぐ
．
回
答
を
興
へ
ら
れ
よ
。
我
等
は

　
　
貴
下
等
を
紳
に
薦
め
る
。

　
　
　
・
一
六
四
一
年
入
月
二
十
六
日
　
ぜ
ー
ラ
ン
ヂ
や
城
に
於
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貴
下
の
友
　
バ
ウ
ル
ス
・
ト
ラ
ウ
デ
ニ
ウ
ス

こ
の
時
、
墓
隆
城
の
内
情
は
、
西
入
の
記
録
に
徴
し
て
も
、
閃
風
前
の
燈
火
の
如
く
で
あ
っ
た
に
も
掬
は
ら
す
、
城
守

は
、
毅
然
と
し
て
左
の
答
書
を
逡
つ
た
Q

　
　
本
年
八
月
二
十
六
郷
関
、
貴
下
の
書
翰
を
受
け
て
、
そ
の
内
容
を
讃
了
し
だ
。
善
良
な
る
基
督
学
徒
の
法
に
随
ひ
、

　
　
又
拙
者
が
、
我
が
國
王
に
立
て
た
誓
に
随
ひ
、
叢
に
回
答
す
る
。
拙
者
は
、
貴
下
の
開
城
を
姫
ま
す
、
無
筆
を
敢

　
　
行
ず
る
こ
と
が
出
石
な
い
◎
こ
の
城
は
、
拙
者
も
又
部
下
も
、
之
を
守
る
こ
と
に
決
心
し
た
Q
拙
者
は
大
軍
を
見

　
　
馴
れ
、
フ
ラ
ン
グ
ー
そ
の
他
に
於
て
、
屡
ヒ
之
と
戦
っ
た
。
故
に
、
か
や
う
な
要
求
を
以
て
、
書
を
逡
る
の
勢
を

　
　
取
ら
れ
る
に
は
及
ば
な
い
。
各
人
を
し
て
良
ら
守
ら
し
め
よ
。
我
等
は
、
墓
督
激
徒
た
る
西
行
人
で
あ
り
、
騨
は

　
　
我
等
の
保
護
者
で
あ
る
Q
我
等
は
之
を
確
信
す
る
。
紳
亦
貴
下
等
を
も
護
り
給
ふ
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
一
六
四
一
年
九
月
六
B
　
サ
ン
・
サ
ル
フ
ァ
ド
ル
の
我
が
主
城
に
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ
ン
サ
買
・
ポ
ル
チ
ヲ
．
オ

か
や
う
に
し
て
、
今
回
蘭
人
は
、
唯
基
隆
占
領
の
可
能
を
確
か
め
た
こ
と
、
、
公
文
を
交
換
し
た
こ
と
、
め
外
、
大
事

　
　
　
　
北
豪
灘
に
於
け
る
繭
・
藤
嗣
國
の
叢
薄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
一
號
　
　
　
九
九

（｛9・　）



　
　
　
　
北
豪
灘
に
於
け
る
西
。
蘭
細
事
の
角
蓬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
纂
一
號
　
　
一
〇
〇

を
起
す
に
至
ら
す
し
て
追
っ
た
。
攻
城
が
開
始
せ
ら
れ
た
や
う
に
記
し
て
あ
る
書
は
、
誤
で
あ
る
○
然
し
城
守
は
、
早

速
之
を
マ
ニ
ラ
に
報
告
し
、
別
に
牧
師
フ
ァ
ン
・
デ
。
ロ
ス
・
ア
ン
ヘ
レ
ス
を
遣
は
し
て
、
實
情
を
口
述
せ
し
め
、
翌
年
冗

漫
再
來
の
徴
が
あ
る
か
ら
、
速
に
援
兵
を
邊
ら
れ
る
や
う
に
と
請
は
し
め
た
。
マ
ニ
ラ
総
督
は
、
基
隆
に
興
味
を
持
っ

て
る
な
い
事
ど
て
、
之
に
輿
へ
た
救
援
は
、
火
藥
二
樽
・
青
年
四
人
・
土
民
十
人
・
士
官
二
人
・
水
夫
数
人
で
あ
っ
て
、
基

隆
在
城
者
を
失
望
せ
し
め
た
こ
と
は
、
牧
師
キ
ロ
ス
・
デ
。
マ
ド
レ
・
デ
・
ヂ
オ
ス
の
管
長
宛
の
書
翰
に
よ
っ
て
知
る
を
得

る
。

　
バ
タ
ビ
ヤ
総
督
府
に
於
て
は
、
い
よ
一
そ
の
明
年
を
以
て
、
大
魚
し
て
墓
隆
を
攻
賂
す
る
の
議
を
定
め
た
。
一
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

四
二
年
七
月
二
十
六
臼
、
バ
タ
ビ
ヤ
を
出
帆
し
て
．
ぜ
ー
ラ
ン
ヂ
ヤ
に
七
つ
た
船
に
、
上
長
官
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
ラ
モ
チ
ウ
　
⑭

ス
が
搭
乗
し
た
の
は
、
帥
ち
基
隆
討
伐
軍
の
総
指
揮
官
た
る
が
爲
め
で
あ
っ
て
、
墓
隆
城
を
占
領
す
る
と
同
時
に
、
有

名
な
る
金
風
を
百
重
し
、
和
蘭
束
印
度
會
肚
を
し
て
、
全
書
薄
の
利
を
聾
断
せ
し
め
よ
う
と
す
る
目
的
を
以
て
、
出
下

し
た
も
の
と
知
ら
れ
た
。

　
ぜ
ー
ラ
ン
ヂ
ヤ
（
安
居
）
に
於
て
は
、
西
南
の
季
節
風
が
、
東
北
風
と
鍵
じ
な
い
前
に
、
出
兵
の
必
要
な
る
こ
と
を
認

め
、
バ
挿
タ
ビ
ヤ
よ
り
の
遠
征
軍
を
待
つ
に
暇
な
く
、
先
づ
以
て
五
隻
の
戦
艦
に
、
ジ
ャ
ン
ク
船
（
二
王
）
を
添
へ
、
之
に

六
百
九
十
人
の
軍
人
・
航
海
員
・
支
那
人
・
三
面
人
・
廣
難
題
・
奴
隷
を
載
せ
、
大
尉
ヘ
ン
ー
3
ソ
ッ
ク
・
ハ
ラ
ゥ
ぜ
一
を
し
て

之
を
拳
み
て
基
隆
に
赴
か
し
め
た
。



　
・
編
入
ル
ー
ペ
氏
毒
す
る
所
の
「
ラ
・
サ
ン
チ
シ
マ
・
ト
リ
ニ
グ
ー
デ
の
城
の
攻
賂
」
中
に
、
既
の
時
塾
せ
ら
れ
た
る
ぜ
ー

ラ
ソ
ヂ
や
長
官
よ
リ
ハ
ラ
ウ
ぜ
一
に
輿
ふ
る
訓
命
（
入
月
十
七
日
附
）
を
勤
め
て
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ハ
ラ
ウ
ぜ
！

が
出
征
中
に
取
る
べ
き
威
鐙
は
、
委
細
に
亙
っ
て
命
倉
せ
ら
れ
、
さ
う
し
て
、
「
棘
汝
等
を
敵
城
の
主
と
な
し
給
は
や
、

汝
等
は
直
ち
に
之
を
報
告
す
る
の
み
な
ら
す
、
其
の
地
に
到
着
上
陸
す
る
な
ら
ば
、
蓮
に
そ
の
地
の
事
惜
を
探
究
し
て

い
か
な
る
利
盆
を
牧
む
べ
き
か
を
通
知
せ
よ
。
」
と
命
じ
て
み
る
。
さ
う
し
て
、
前
回
基
隆
に
赴
い
て
情
況
を
探
究
し
た

大
尉
ヨ
ア
ン
・
フ
ァ
ン
・
リ
ン
ガ
に
も
、
次
席
と
し
て
一
行
に
加
は
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
四
戦
孚
の
開
始

　
こ
の
一
行
が
墓
隆
に
着
い
た
の
は
、
入
月
二
十
一
日
（
一
六
四
二
年
）
午
後
四
時
で
あ
っ
た
。
さ
て
こ
の
戦
璽
の
委
細

に
つ
い
て
は
、
從
軍
者
の
記
録
が
、
西
心
学
に
も
、
蘭
國
側
に
も
、
存
し
て
み
る
か
ら
、
我
々
の
慰
霊
に
一
等
史
料
を

提
供
す
る
も
の
で
あ
る
Q
蘭
國
側
の
記
録
と
し
て
は
、
戦
孚
直
後
、
基
隆
詐
血
塗
、
帥
ち
指
揮
官
ハ
ラ
ウ
ゼ
蓄
を
始
め

リ
ン
か
そ
の
他
合
計
十
人
の
連
署
を
以
て
、
ぜ
ー
ラ
ン
ヂ
や
長
官
ト
ラ
ウ
デ
ニ
ゥ
ス
に
逡
つ
た
報
告
公
文
が
あ
る
。
西

赤
鼻
の
斎
鎌
と
し
て
は
、
牧
師
フ
ァ
ン
・
デ
・
ロ
ス
・
ア
ン
ヘ
レ
ス
の
手
記
（
一
六
四
三
年
三
月
マ
カ
ッ
サ
ル
に
於
て
記
し

π
も
の
）
、
及
び
牧
師
キ
官
ス
・
デ
・
ヂ
ォ
ス
が
、
ビ
ノ
ン
ド
ー
か
ら
管
長
に
贈
っ
た
書
翰
（
一
六
四
三
年
七
月
二
十
六
日

附
）
が
あ
る
。
何
れ
も
西
書
中
に
於
け
る
目
撃
者
の
記
鋒
で
あ
っ
て
、
而
も
戦
孚
の
翌
年
に
書
か
れ
た
貴
重
な
る
史
料

で
あ
る
か
ら
」
既
に
前
か
ら
も
引
用
し
て
來
た
通
り
で
あ
る
。
叢
に
も
亦
是
等
の
一
等
史
料
に
よ
り
、
西
國
側
の
記
録

　
　
　
　
北
齪
灘
に
於
け
ろ
西
∴
蘭
薦
國
の
角
蓬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
一
號
　
　
一
〇
　

（　101　）



　
　
　
　
牝
憂
瀞
に
於
け
る
酋
・
蘭
蒲
鰯
の
寝
返
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
第
一
號
　
　
一
〇
二

を
比
較
甥
照
し
て
、
戦
禦
の
眞
相
を
關
明
し
、
、
窃
う
っ

　
和
蘭
艦
隊
が
、
入
月
二
十
一
R
（
我
が
寛
永
十
九
年
七
月
ナ
六
臼
）
に
劉
着
し
た
地
黙
は
、
今
の
就
講
演
の
東
北
端
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
ハ
ラ
ウ
ぜ
一
等
の
報
文
中
に
晃
え
て
み
る
Q
西
軍
側
の
ア
ソ
ヘ
レ
ス
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
入
玉
十
九

日
、
和
蘭
艦
隊
が
姿
を
現
は
し
、
正
午
よ
り
午
後
一
時
頃
に
か
け
て
、
大
船
及
び
荷
船
を
岸
に
近
づ
け
、
小
丘
の
陰
に

隠
れ
て
、
海
員
を
上
陸
せ
し
め
た
、
と
あ
る
け
れ
ど
も
，
た
と
ひ
二
十
一
臼
以
前
に
着
い
た
と
し
て
も
、
十
九
日
に
上

陸
し
た
の
で
は
、
H
が
合
は
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
　
ハ
ラ
ウ
ぜ
一
の
報
告
公
言
を
正
し
い
と
せ
ね
ば
な
ら
譲
。
但
し

ア
ン
ヘ
レ
ス
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
大
船
及
び
荷
船
が
丘
陰
に
隠
れ
よ
う
と
す
る
時
、
海
流
が
急
で
、
十
分
に
隠
れ
ら
れ

な
い
所
を
、
西
軍
か
ら
砲
繋
し
た
か
ら
、
蘭
語
は
海
上
に
退
き
、
水
先
案
内
者
は
戦
死
し
て
、
大
船
に
も
三
・
四
の
砲
丸

が
命
中
し
た
と
み
る
の
は
、
事
實
で
あ
る
。
ハ
ラ
ウ
ぜ
一
の
右
文
に
も
、
こ
の
事
を
記
し
て
み
る
。
日
は
く
、

　
　
敵
は
（
西
軍
）
、
自
石
を
以
て
再
築
し
た
る
砦
、
及
び
ラ
・
テ
ン
チ
シ
ャ
・
ト
ソ
ニ
ダ
ー
デ
．
に
於
け
る
大
城
よ
り
、
大

　
　
砲
を
登
射
し
だ
が
、
我
が
船
は
、
デ
．
ワ
ー
テ
ル
ホ
ン
ト
の
外
、
害
を
蒙
ら
な
か
っ
た
。
同
船
は
、
未
だ
碇
を
卸
さ

　
　
な
い
う
ち
に
、
三
箇
所
に
砲
弾
を
受
け
て
、
舵
手
補
一
入
を
白
つ
た
。

　
ア
ン
ヘ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
口
は
そ
れ
で
暮
れ
、
蘭
船
中
に
詐
議
が
あ
っ
た
結
果
、
翌
朝
更
に
五
隻
の
船
が
、
墓

隆
島
（
就
寮
島
）
に
近
づ
い
て
來
て
上
陸
し
よ
う
と
し
た
が
、
城
塔
か
ら
の
砲
撃
を
受
け
て
、
旗
艦
は
海
上
に
引
返
へ
し
、

午
後
一
時
頃
、
再
び
攻
撃
的
態
度
を
取
っ
て
押
寄
せ
、
例
の
小
丘
の
陰
に
碇
を
お
ろ
し
て
、
兵
を
上
陸
せ
し
め
、
大
砲

（　10L）　）



小
銃
を
登
射
し
て
前
路
を
掃
蕩
し
、
劇
夙
を
吹
い
て
進
軍
の
合
圖
を
し
た
。
そ
こ
で
城
圭
ボ
ル
チ
リ
オ
は
、
西
郡
十
二

入
・
パ
ン
・
．
ハ
ン
ゴ
兵
八
人
、
及
び
弓
矢
を
持
っ
て
る
る
豪
野
人
約
四
十
人
を
以
て
、
之
を
拒
が
し
め
た
。
是
等
の
兵
は
、

蘭
入
が
密
集
し
て
ボ
ウ
ト
か
ら
上
っ
て
來
る
所
を
射
撃
し
て
、
死
傷
を
興
へ
た
と
い
っ
て
み
る
。
西
家
中
に
在
っ
た
他

の
牧
師
ヂ
オ
ス
は
、
蘭
人
が
こ
の
時
、
西
人
及
び
カ
ガ
ヤ
ン
入
・
パ
ン
パ
ン
が
人
合
せ
て
こ
十
人
の
外
に
は
・
、
抵
抗
を
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

け
な
か
っ
た
、
と
記
る
し
て
み
る
の
は
、
壷
溝
の
土
入
を
省
略
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
ハ
ラ
ウ
ぜ
一
の
報
文
に
よ
っ
て
も
、
此
の
田
は
晴
天
で
、
上
陸
に
便
で
あ
っ
た
が
，
上
陸
の
際
、
敵
（
魔
軍
）
は
、
山

上
及
び
岩
陰
か
ら
、
小
銃
を
以
て
盛
ん
に
射
撃
し
た
か
ら
、
二
人
の
兵
士
は
振
れ
、
七
人
は
負
傷
し
た
と
あ
る
か
ら
、

前
陳
の
記
述
の
正
し
い
こ
と
を
堕
す
る
に
足
る
の
で
あ
る
。
蘭
兵
は
、
既
に
敵
前
上
陸
を
決
行
し
、
半
里
の
陰
に
於
て

兵
士
を
戦
凋
に
就
か
し
め
、
勇
敢
に
行
進
し
て
、
基
隆
（
艇
寮
島
）
の
山
に
近
附
い
た
。
西
軍
は
、
絶
え
ず
小
銃
を
獲
射

し
て
、
妨
害
を
試
み
た
け
れ
ど
も
、
途
に
叶
は
す
し
て
、
山
上
の
小
城
に
遁
入
っ
た
。

　
西
軍
の
牧
師
ヂ
ォ
ス
に
よ
れ
ば
、
乱
軍
の
先
鋒
兵
二
十
人
は
、
火
難
が
欠
乏
し
定
と
い
っ
て
退
却
し
、
蘭
兵
は
、
山

上
の
墜
墨
か
ら
着
弾
の
距
離
に
ま
で
上
っ
て
來
た
が
、
墜
墨
に
在
っ
た
兵
士
は
、
善
く
戦
っ
て
土
曜
日
に
至
っ
た
。
蘭

兵
は
、
由
を
胸
壁
と
し
て
揮
九
を
受
け
、
損
害
を
蒙
む
る
こ
と
少
く
、
西
堺
の
弾
九
十
獲
内
外
に
謝
し
て
、
二
百
獲
以

上
を
以
て
慮
じ
た
と
あ
る
。

・
か
く
の
如
き
有
様
で
あ
る
か
ら
、
西
兵
退
却
の
際
、
三
人
は
大
な
る
傷
を
負
ひ
、
内
一
人
は
戦
場
に
取
残
さ
れ
て
、

　
　
　
　
北
豪
濁
に
於
け
る
酉
・
蘭
瓦
燈
の
世
羅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
籍
十
七
巻
第
一
號
　

一
〇
三

（　10S　）



　
　
　
　
日
曝
瀞
に
於
け
る
西
・
蘭
爾
醐
の
角
落
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
第
一
競
　
　
一
〇
四

間
も
な
く
死
し
、
二
人
は
砦
内
に
引
取
つ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
内
一
入
は
死
ん
だ
と
、
ア
ン
ヘ
レ
ス
の
記
銀
に
見
え
て

み
る
が
、
選
れ
亦
蘭
人
側
の
記
鎌
と
一
致
し
て
み
る
。
帥
ち
ハ
ラ
ウ
ゼ
ー
の
田
文
に
よ
る
と
、
一
暦
詳
密
で
あ
っ
て
、

負
傷
せ
る
西
兵
一
入
、
戦
場
に
残
っ
て
ゐ
淀
の
で
、
蘭
人
は
之
に
大
賞
を
約
し
、
又
脅
か
し
て
城
内
の
敵
情
を
韓
問
し

た
と
こ
ろ
が
、
白
人
は
僅
か
百
人
で
、
第
一
線
に
パ
ン
パ
ン
が
兵
百
五
十
人
、
又
大
城
に
入
十
人
目
る
の
み
で
あ
る
と

い
っ
て
死
ん
だ
か
ら
、
　
一
同
は
丘
上
に
旗
を
立
て
、
や
が
て
そ
め
欝
も
暮
れ
た
と
あ
る
の
が
、
帥
ち
携
れ
で
あ
る
。

　
　
　
　
五
戦
箏
の
進
行

　
牧
師
プ
ォ
ス
は
、
こ
の
夜
、
山
上
の
養
蜂
に
、
敵
（
蘭
軍
）
の
襲
撃
を
持
受
け
て
み
る
西
面
の
繊
悔
を
聴
く
爲
め
、
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
う

ら
こ
、
に
赴
い
て
之
を
激
働
し
、
璽
朝
サ
ン
・
サ
ル
フ
ァ
ド
ル
の
本
城
に
下
っ
た
。
か
く
の
如
き
こ
と
毎
夜
で
、
遽
に
落
σ

城
の
前
夜
に
ま
で
及
ん
だ
と
い
っ
て
み
る
。

　
倉
庫
ハ
多
ウ
ぜ
一
に
よ
る
と
、
轟
轟
は
天
氣
快
晴
で
あ
っ
た
か
ら
、
蒙
塵
を
築
き
、
揮
藥
及
び
食
料
を
揚
陸
し
、
敵

（
蛙
軍
）
に
謝
し
て
、
小
銃
の
一
二
射
撃
を
繊
鳴
し
た
が
、
敵
も
亦
山
上
の
小
城
か
ら
、
四
門
の
砲
を
以
て
砲
繋
を
行
ひ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町

小
銃
手
等
も
沈
黙
し
な
い
か
ら
、
蘭
兵
数
入
負
傷
し
た
と
い
っ
て
み
る
Q

　
西
軍
側
の
ア
ン
ヘ
レ
ス
に
よ
る
と
、
敵
（
蘭
軍
）
は
傾
斜
地
を
登
っ
て
、
　
｝
高
地
を
占
領
し
、
蘭
兵
（
受
人
兵
）
三
百
除

人
を
配
薄
し
、
引
書
い
て
五
百
人
の
兵
を
上
陸
せ
し
め
、
タ
ン
ト
を
張
っ
て
食
料
を
唐
事
し
、
又
山
上
の
墾
壁
か
ら
見

え
な
い
所
に
軍
需
品
を
輸
沸
し
、
更
に
大
砲
・
石
茨
を
揚
陸
し
て
、
そ
の
大
十
二
単
を
高
地
の
陣
地
に
搬
入
し
た
が
、
弾



九
は
何
れ
の
所
に
も
達
し
だ
と
あ
る
。
然
し
こ
れ
は
、
籍
實
を
過
大
視
し
た
も
の
で
、
兵
器
の
如
き
も
、
蘭
軍
全
膿
（
奴

隷
ま
で
も
合
せ
て
）
で
，
六
百
九
十
人
よ
り
無
か
っ
た
こ
と
は
、
前
に
述
べ
た
遮
り
で
あ
る
Q
か
や
う
に
、
三
入
の
目

撃
者
の
記
録
中
で
は
、
ア
ン
ヘ
レ
ス
の
も
の
が
、
最
も
多
く
誇
張
の
言
を
混
入
し
て
み
る
。

　
更
に
ア
ン
ヘ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
高
地
に
は
、
蘭
入
城
砦
を
築
か
す
し
て
、
海
に
近
い
小
山
の
上
に
廣
場
を
造
り

そ
こ
か
ら
大
砲
を
照
射
し
、
こ
の
小
山
に
二
つ
の
孔
を
穿
っ
て
、
結
果
の
如
く
に
仕
立
て
、
そ
れ
に
大
砲
を
据
ゑ
て
、

砲
撃
し
た
と
い
っ
て
み
る
。
然
し
、
既
に
高
地
の
陣
地
に
二
門
の
砲
を
搬
入
し
、
そ
の
四
九
が
何
れ
の
所
に
も
達
し
た

と
あ
る
以
上
は
、
態
凋
そ
れ
を
捨
て
、
お
い
て
、
黒
い
海
邊
の
小
山
の
上
に
、
同
じ
く
二
門
の
砲
を
運
搬
…
す
る
筈
は
な

い
で
あ
ら
う
O
蘭
將
ハ
ラ
ウ
ゼ
ー
の
報
文
に
も
、
西
軍
側
の
ヂ
ォ
ス
の
報
文
に
も
、
共
に
こ
の
記
事
が
狼
い
の
を
見
る

と
、
填
れ
亦
恐
ら
く
ア
ン
ヘ
ン
ス
の
過
大
蒼
し
た
所
で
、
や
は
）
前
陳
の
高
地
の
陣
地
に
孔
を
穿
つ
た
も
の
と
思
は
れ

る
。
二
孔
を
穿
っ
て
二
門
の
砲
を
据
ゑ
た
こ
と
は
、
ヂ
ォ
ス
の
記
録
中
に
も
見
え
て
み
る
か
ら
、
受
認
で
あ
る
。

　
ヂ
ォ
ス
は
更
に
い
っ
て
み
る
。
敵
（
蘭
軍
）
は
夜
中
山
間
に
設
け
た
二
つ
の
孔
か
ら
、
大
砲
受
認
を
現
は
し
、
百
八
獲

を
放
っ
て
、
我
が
二
塁
の
胸
壁
を
破
壊
し
た
か
ら
、
西
兵
は
防
禦
物
が
な
く
な
っ
て
、
頭
を
出
す
こ
と
も
出
雲
な
い
。
．

を
れ
を
敵
は
十
分
に
見
属
け
て
、
　
一
隊
の
兵
士
を
山
麓
か
ら
派
遣
し
、
梯
子
を
用
ひ
な
い
で
墜
璽
に
登
り
、
途
に
之
を

占
領
し
た
と
。
是
れ
は
正
確
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
蘭
將
ハ
ラ
ウ
ぜ
一
の
右
文
と
も
一
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ハ
ラ
ウ

ゼ
ー
に
よ
る
と
，
蘭
軍
は
、
十
六
斤
の
急
撃
を
登
射
す
る
所
の
カ
ル
ト
i
砲
二
尉
と
、
砲
毫
建
築
用
の
材
木
と
を
丘
上

　
　
　
　
北
下
灘
に
於
け
る
西
・
繭
爾
國
の
角
返
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
第
一
號
　
　
一
〇
五
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北
廓
駄
購
り
に
於
け
る
酉
∴
濁
議
…
審
議
の
角
派
伸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
命
小
・
七
巻
　

筑
津
一
號
　
　
　
一
〇
山
里

に
運
び
、
璽
朝
か
ら
、
百
鯨
嚢
を
狡
射
し
て
、
寓
城
を
破
齢
し
た
か
ら
、
城
壁
に
破
口
を
生
じ
、
ヌ
　
つ
の
注
連
に
大

損
害
を
與
へ
た
。
因
て
ボ
ー
ン
及
び
ビ
ュ
ル
ヘ
ル
ス
の
爾
中
尉
に
、
兵
士
三
十
五
入
を
附
し
て
、
偵
察
せ
し
め
た
と
こ

ろ
、
敵
地
に
兵
士
が
見
え
な
か
っ
た
の
で
、
我
が
砲
の
援
護
の
下
に
、
破
濤
か
ら
墜
塑
内
に
入
っ
て
…
旗
を
立
て
窪
が
、

墨
内
に
は
、
唯
死
者
三
人
と
、
生
存
者
二
人
が
居
た
の
み
で
、
生
存
者
の
…
入
は
、
負
傷
し
て
み
た
と
あ
る
。

　
ヂ
ォ
ス
（
西
軍
）
は
又
い
ふ
。
本
城
ず
ン
・
サ
ル
フ
ァ
ド
ル
は
、
由
城
か
ら
投
石
の
届
く
程
の
距
離
に
あ
っ
て
、
敵
（
蘭

軍
）
は
｝
切
を
畷
下
し
得
る
か
ら
、
西
軍
は
も
は
や
防
禦
の
希
望
を
失
っ
た
。
そ
こ
で
ヂ
ォ
ス
は
、
城
主
及
び
兵
士
の

脆
い
て
る
る
者
に
聾
し
て
、
ヵ
ト
フ
ソ
ク
激
を
信
じ
て
死
漁
る
畳
悟
あ
り
ゃ
と
尋
ね
π
が
、
皆
剃
り
と
答
へ
た
の
で
、

埜
そ
の
他
に
婁
を
餐
次
で
・
ま
蔽
悔
を
行
は
な
か
つ
姦
人
の
そ
れ
を
聡
い
た
と
・
・
れ
が
八
月
単
帯
働

臼
で
、
邸
ち
バ
ル
ト
、
ロ
ミ
ュ
ー
の
記
念
湿
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
時
た
ま
一
、
聖
賢
中
か
ら
、
一
紙
及
び
自
旗
を
携
へ
た
る
劇
夙
手
一
人
が
現
は
れ
て
來
た
。
正
し
く
大
城
の

明
渡
し
を
要
求
す
る
も
の
と
知
ら
れ
た
。
城
守
ボ
ル
チ
ソ
ォ
は
、
銃
を
登
射
し
て
そ
の
來
城
を
妨
げ
よ
と
命
じ
沈
が
、

牧
師
等
は
之
を
押
止
め
、
「
た
と
ひ
死
守
す
る
と
も
、
城
を
保
持
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
忠
義
は
之

を
敢
行
す
る
こ
と
を
命
じ
な
い
。
全
員
が
死
ん
で
も
、
城
は
敵
の
も
の
と
な
る
。
若
か
す
、
多
数
の
小
見
及
び
婦
人
、

並
に
憐
む
べ
き
士
人
の
生
命
を
救
翻
す
る
に
は
○
し
と
。
ア
ン
ヘ
レ
ス
は
、
城
主
が
か
や
う
に
考
へ
た
如
く
い
っ
て
み
る

け
れ
ど
も
、
ヂ
オ
ス
の
記
録
は
、
右
の
通
り
詳
密
で
あ
っ
て
、
牧
師
等
か
ら
城
主
に
説
い
た
と
い
っ
て
み
る
か
ら
、
之



に
從
ふ
外
は
な
い
。

　
　
　
　
六
戦
孚
の
終
結

　
城
守
ボ
ル
チ
リ
ォ
は
、
開
城
～
の
串
込
を
受
け
、
翌
日
ま
で
の
藪
田
…
を
得
て
、
協
議
の
上
、
何
分
の
答
を
す
る
と
い
っ

た
か
ら
、
白
旗
所
持
者
は
館
っ
て
行
つ
だ
。
そ
こ
で
城
守
は
、
二
十
四
日
の
夜
中
、
軍
入
及
び
牧
師
等
を
召
集
し
て
正

議
を
開
い
π
。
城
を
守
る
こ
と
は
不
可
能
で
、
開
城
は
止
む
を
得
澱
と
い
ふ
こ
と
に
、
一
同
意
見
一
致
し
て
署
名
し
た
。

　
翌
朝
（
二
十
五
臼
）
、
回
答
を
敵
に
走
り
、
い
よ
一
城
を
明
渡
す
に
つ
い
て
は
、
城
守
及
び
部
下
一
同
、
武
装
の
ま

、
、
所
有
主
一
切
を
携
へ
て
本
城
を
鵠
で
、
捕
虜
に
あ
ら
ざ
る
富
由
人
と
し
て
、
擁
立
の
船
に
分
乗
し
て
、
マ
ニ
ラ
に

退
去
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
之
に
旧
し
て
、
蘭
人
は
不
承
諾
の
意
を
表
し
、
唯
生
命
の
み
は
赦
す
け
れ
ど
も
、
船
を

與
へ
る
こ
と
も
好
ま
な
か
っ
た
や
う
に
、
ア
ン
ヘ
レ
ス
は
い
っ
て
み
る
が
、
仁
心
ハ
ラ
ウ
ぜ
一
の
温
々
に
よ
る
と
、
蘭

入
は
、
城
主
の
書
簡
に
樹
し
て
、
数
項
の
條
件
を
掲
げ
た
返
書
を
逸
り
、
城
主
も
之
を
實
翻
し
よ
う
と
約
し
だ
と
あ
る

が
、
そ
の
條
件
と
は
、
即
ち
璽
二
十
六
日
の
事
事
の
通
り
の
事
で
あ
っ
た
と
想
像
せ
ら
れ
る
Q
さ
う
し
て
、
二
十
五
日

中
に
直
ぐ
取
運
ば
な
か
っ
た
下
露
は
、
城
主
が
、
そ
の
君
生
に
甥
す
る
辮
明
の
必
要
上
、
開
城
に
嫁
す
る
乙
供
を
作
成

す
る
爲
め
、
「
日
の
猶
豫
を
要
請
し
た
か
ら
で
あ
る
。
・

　
二
十
六
口
朝
、
西
・
蘭
爾
國
の
當
事
者
は
、
大
城
と
小
城
と
の
中
貫
で
會
合
し
て
、
開
城
の
條
件
を
議
定
し
た
。

三
城
守
は
、
兵
圭
同
と
共
に
、
武
装
し
て
城
姦
で
、
偲
院
鰍
鷹
饗
萎
裟
峯
ま
で
赴
い
て
、
そ
こ
に
武
器

　
　
　
　
北
瑠
瀞
に
於
け
ろ
西
∴
蘭
爾
國
の
角
返
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
第
一
號
　
　
一
〇
七
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北
肇
灘
に
於
け
る
酉
。
呼
続
國
の
角
逐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鎮
十
七
巷
　
第
一
號
　
　
「
○
入

を
置
く
こ
と
。
（
二
）
、
各
自
、
衣
類
一
包
又
は
二
包
の
外
、
搬
出
し
な
い
こ
と
。
（
三
）
、
牧
師
等
も
亦
、
衣
類
以
外
の

・
品
を
携
帯
せ
す
し
て
退
城
す
る
こ
と
。
（
四
）
、
更
に
命
倉
が
出
る
ま
で
、
儒
院
に
宿
泊
す
る
こ
と
。
（
五
二
同
は
先
づ

タ
イ
フ
ン
（
安
孕
）
に
途
ら
れ
、
更
に
命
令
が
あ
る
ま
で
同
地
に
滞
在
し
、
バ
タ
ビ
ヤ
の
和
蘭
総
督
が
、
西
兵
解
放
に
つ

い
て
、
償
金
を
徴
す
る
か
否
や
の
返
事
を
待
つ
こ
と
Q
謙
れ
で
あ
っ
た
○

　
そ
こ
で
正
午
に
は
、
挙
兵
匹
中
隊
入
城
し
、
一
中
隊
を
以
て
、
各
留
女
を
守
っ
た
。
ハ
ラ
ウ
ぜ
一
の
報
文
に
よ
る
と

こ
の
時
城
内
（
サ
’
ン
・
サ
’
ル
フ
ア
ー
3
ル
）
に
は
、
金
薦
砲
二
十
二
門
、
及
び
鐵
砲
七
塚
を
有
し
、
山
上
の
嘉
言
に
は
、
金
艦

砲
四
門
と
、
鐵
製
大
ロ
砲
一
門
が
あ
り
、
之
と
相
謝
す
る
木
砦
に
も
、
上
金
薦
砲
二
門
が
あ
り
、
水
頭
の
圓
塔
状
の
砦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

に
も
、
金
厩
砲
が
照
門
あ
っ
た
か
ら
、
備
砲
総
計
三
十
入
門
で
、
城
を
出
　
た
者
は
、
自
入
そ
の
他
四
百
四
十
六
人
で
あ
　
σ
．

つ
た
9
後
ち
バ
タ
ビ
ヤ
総
督
ア
ン
ト
ニ
オ
・
フ
ァ
ン
・
ヂ
ー
．
メ
ン
の
書
翰
に
よ
る
と
、
こ
の
時
西
入
が
百
十
五
入
居
た
こ

と
を
知
ら
れ
る
。

　
城
の
跡
片
附
け
の
際
、
火
藥
十
五
六
萬
斤
、
蝦
蟹
及
び
椰
子
製
火
縄
若
干
を
登
見
し
、
叉
西
國
貨
幣
九
千
六
百
五
十

枚
、
，
及
び
天
主
軍
師
そ
の
他
の
用
ひ
て
み
た
銀
器
若
干
が
あ
っ
た
と
い
ふ
。
蘭
人
は
今
画
の
成
功
を
喜
ん
で
、
入
一
間

に
亙
る
の
戦
勝
祭
を
暴
行
し
た
。

　
ハ
ラ
ゥ
ぜ
一
の
腰
文
、
及
び
デ
ォ
ス
の
立
文
は
、
こ
れ
以
下
の
記
鋒
が
な
い
か
ら
、
　
一
行
の
基
隆
出
登
の
機
子
は
、

主
と
し
て
ア
ン
ヘ
レ
ス
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
て
稼
人
は
、
西
人
等
一
同
を
皇
院
（
説
寮
島
）
に
入
れ
、
之
に
護
衛



兵
を
附
け
て
、
総
て
の
武
器
笈
び
旗
等
を
．
取
上
げ
、
萬
般
の
用
意
を
整
へ
て
、
四
艘
の
船
で
、
一
同
を
タ
イ
ワ
ン
（
安

挙
）
に
邊
つ
だ
。
バ
タ
ビ
ヤ
の
総
督
は
、
こ
の
報
を
得
て
、
銃
及
び
旗
を
タ
イ
フ
ン
に
獲
し
置
く
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
家

畜
三
四
月
の
頃
、
タ
イ
フ
ン
長
官
が
、
是
等
の
思
立
を
携
へ
，
て
バ
タ
ビ
ヤ
に
來
る
か
ら
、
バ
タ
ゼ
ヤ
で
之
を
引
渡
さ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

と
い
っ
た
。
城
主
等
は
、
先
づ
第
一
船
で
、
タ
イ
フ
ン
か
ら
バ
タ
ビ
ヤ
に
逡
ら
れ
、
痩
絵
の
者
も
、
十
月
の
絡
に
な
っ

て
、
四
艘
の
船
で
バ
タ
ビ
ヤ
に
邊
ら
れ
た
。
故
に
｝
行
の
タ
イ
フ
ン
に
於
け
る
抑
留
は
、
　
　
箇
月
牢
以
上
に
亙
っ
た
の

で
あ
る
。
城
守
は
バ
タ
ビ
ヤ
に
渡
っ
て
か
ら
、
銃
旗
の
到
着
を
待
ち
、
部
下
を
先
燃
せ
し
め
て
、
自
分
は
最
後
ま
で
居

残
っ
て
み
た
。
か
や
う
に
ア
ン
ヘ
レ
ス
の
記
録
に
見
え
て
み
る
が
、
フ
ェ
ラ
ソ
ド
ー
及
び
フ
チ
ソ
セ
ヵ
の
「
フ
イ
ソ
ソ
ピ

ソ
島
に
於
け
る
ド
・
三
五
ソ
著
し
に
、
翻
四
。
鋸
城
主
は
タ
イ
・
ン
（
安
李
）
に
留
ま
っ
て
、
マ
ニ
ラ
で
罰
を
受
け
る
・
と

葱
恐
れ
た
か
ら
、
ア
ン
ヘ
レ
ス
師
が
、
西
兵
を
率
み
て
マ
カ
ソ
サ
ル
に
赴
き
、
　
こ
、
で
マ
ニ
ラ
の
官
人
の
底
心
を
待
つ

た
が
、
や
が
で
そ
れ
も
來
着
し
て
、
一
行
を
引
受
し
て
、
無
事
マ
ニ
ラ
に
露
つ
た
の
が
、
一
六
四
三
年
六
月
二
十
九
日

で
あ
っ
た
、
と
あ
っ
て
、
城
霊
は
バ
タ
ビ
ヤ
に
行
か
な
か
つ
だ
や
う
に
も
見
え
る
。

　
然
し
、
叢
に
バ
タ
ゼ
や
総
督
か
ら
、
プ
ル
ナ
ー
テ
の
副
長
官
に
逡
つ
た
』
六
四
三
年
一
月
末
日
南
の
書
簡
（
川
ー
ペ

所
載
）
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
城
守
の
行
方
を
謹
明
す
る
最
も
よ
い
栞
で
あ
る
。
そ
の
内
に
、
城
主
ゴ
ン
ナ
ロ
・
ボ
ル
チ
ジ

ォ
、
及
び
そ
の
妻
ド
ン
ナ
・
ウ
ル
ス
ー
ラ
・
デ
・
カ
ス
チ
ソ
ォ
は
、
共
に
バ
タ
ビ
ヤ
に
到
着
し
た
こ
と
が
見
え
、
叉
捕
虜
の

或
者
は
、
講
に
任
せ
て
マ
カ
ソ
サ
ル
に
出
証
せ
し
め
、
十
四
人
は
、
西
班
牙
に
行
く
旋
行
券
を
與
へ
て
和
蘭
に
向
は
し

　
　
　
　
北
鞭
瀞
に
於
け
る
西
・
繭
講
國
の
角
逐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
第
一
號
　
　
一
〇
九
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北
弘
誓
に
於
け
ろ
繭
・
蘭
爾
醗
の
角
逐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
申
七
憲
　
第
一
號
　
　
＝
○

め
、
城
守
は
獲
除
の
兵
と
共
に
、
不
9
蘭
船
に
よ
っ
て
マ
カ
ソ
サ
ル
に
渡
も
、
、
・
そ
こ
か
ら
マ
ニ
ラ
に
向
ふ
べ
き
で
あ
る

が
、
城
守
は
、
噌
、
ニ
ラ
に
館
っ
て
頭
を
失
ふ
こ
と
を
恐
れ
て
み
る
、
と
あ
る
。
さ
う
し
て
一
六
四
三
年
四
月
一
撮
附
、

同
総
督
か
ら
コ
買
マ
ン
デ
ル
の
長
官
に
邊
つ
た
書
簡
（
ル
ー
ペ
所
載
）
に
よ
る
と
、
城
主
は
死
刑
に
あ
ふ
こ
と
を
恐
れ
て
、

切
願
す
る
の
で
、
家
族
と
共
に
、
パ
ジ
ヤ
カ
ー
テ
に
渡
航
す
・
る
を
許
し
た
。
彼
等
は
、
サ
ソ
・
ト
メ
ー
又
は
ネ
ガ
メ
ト
ナ

ム
に
住
む
積
う
で
あ
ら
う
。
と
見
え
て
み
る
Q
こ
れ
で
城
守
の
行
動
が
、
最
も
朋
瞭
に
知
ら
れ
る
」

　
　
　
　
七
　
金
鑛
の
探
検
及
猷
硫
黄
等
の
漁
利

　
基
隆
開
城
の
翌
月
（
九
月
十
五
田
）
、
歯
入
は
、
ナ
イ
メ
ン
・
コ
ル
．
尋
ソ
ス
ゾ
ー
ン
を
し
て
、
ジ
ャ
ン
ク
船
を
潔
し
、
兵

九
人
・
航
海
筆
墨
入
・
支
那
人
十
二
入
を
輩
ゐ
、
東
岸
に
廻
っ
て
金
品
を
探
面
せ
し
め
だ
。
そ
の
時
與
へ
ら
れ
た
調
令
（
ル

ー
ペ
所
載
）
を
見
る
と
．
探
瞼
隊
の
一
行
を
し
て
、
壷
営
農
の
北
角
を
廻
っ
て
南
に
進
み
、
溝
・
岬
・
入
江
を
測
量
せ
し

め
、
港
灘
を
登
見
し
瀧
な
ら
ば
、
之
に
逡
斯
し
て
、
金
轡
の
所
在
、
及
び
そ
れ
に
通
す
る
径
路
を
報
告
す
べ
き
由
が
記

さ
れ
て
居
り
、
さ
う
し
て
そ
の
穏
転
地
は
、
デ
ナ
ウ
河
を
限
り
、
そ
れ
よ
り
以
南
に
は
、
適
當
な
港
灘
が
な
い
こ
と
明

亮
で
あ
る
か
ら
、
探
槍
の
必
要
は
な
い
と
あ
る
。

　
ア
ン
ヘ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
黒
人
は
、
島
の
東
方
、
ト
ル
ボ
ア
ン
地
方
に
於
け
る
土
入
有
の
蟻
壁
を
親
察
せ
し
め
た
と

あ
り
、
さ
う
し
て
こ
の
金
鑛
は
、
河
底
の
砂
中
か
ら
探
取
す
る
砂
金
を
い
ふ
の
で
あ
っ
て
、
蘭
人
の
墓
隆
攻
略
の
…
目

的
も
、
之
を
得
る
事
に
あ
っ
た
か
ら
，
採
金
術
に
堪
能
な
人
を
も
率
み
て
寒
た
と
い
ひ
、
ヌ
こ
の
探
検
隊
は
、
サ
ン
チ
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ア
ゴ
（
三
北
角
）
の
部
落
ま
で
行
っ
た
が
、
そ
こ
か
ら
は
断
崖
に
遮
ぎ
ら
れ
て
、
…
進
む
こ
と
が
串
來
な
か
っ
た
の
み
な
ら

す
、
上
襲
も
悪
く
、
滋
も
泥
檸
で
、
引
返
へ
し
て
來
て
、
途
中
援
助
を
輿
へ
な
か
っ
た
土
人
を
殺
し
た
、
と
記
し
て
み

る
。

　
こ
の
ト
ル
ボ
ア
ン
と
あ
る
の
は
、
ど
こ
で
あ
る
か
。
段
々
調
査
し
て
見
る
に
、
淡
水
臆
志
、
塞
十
…
、
風
俗
放
の
部

に
、
膨
羅
満
と
あ
る
所
が
郎
ち
是
れ
で
あ
る
Q
同
志
に
曰
は
く
、

　
　
移
羅
満
産
レ
金
、
淘
レ
沙
串
’
之
、
與
晶
瓜
子
金
稔
楓
相
似
、
蕃
人
顔
繋
レ
條
、
臓
｝
亘
蝿
中
h
客
至
、
毎
開
レ
髭
、
薗
黙
然
、

　
　
不
レ
知
ゾ
所
レ
用
、
近
歳
含
有
携
至
一
一
難
籠
淡
水
一
諾
布
煮
　
（
全
善
本
憲
十
一
第
四
七
三
頁
）

　
土
人
が
金
を
基
隆
邊
に
持
出
し
て
、
こ
の
地
方
に
砂
金
の
あ
る
こ
と
が
知
れ
た
の
は
、
す
っ
と
前
か
ら
で
あ
っ
た
と

思
は
れ
る
Q

　
仁
人
、
特
に
東
印
度
會
耐
員
の
脹
に
は
、
第
一
に
利
釜
が
映
す
る
。
故
に
舞
人
が
、
淡
水
の
西
人
の
砦
の
遺
趾
に
、

更
に
城
砦
を
急
造
し
て
、
大
砲
を
据
ゑ
た
の
も
、
そ
の
目
的
は
、
こ
の
地
方
か
ら
産
幾
す
る
硫
黄
・
籐
・
獣
皮
等
の
利
盆

を
裏
腹
す
る
爲
め
で
あ
っ
た
と
、
ア
ン
ヘ
レ
ス
は
い
っ
て
み
る
。
猶
ほ
ア
ン
ヘ
レ
ス
の
槻
察
に
よ
る
と
、
蘭
人
が
若
し

東
部
で
金
々
を
求
め
得
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
墓
隆
の
城
を
捨
て
、
、
淡
水
の
砦
の
み
を
保
有
し
、
こ
、
か
ら
日
本
及
び

支
那
の
貿
易
の
利
を
占
め
、
呂
宋
欝
支
那
の
貿
易
を
妨
げ
て
、
結
局
マ
ニ
ラ
を
奪
ふ
策
を
取
る
べ
く
、
さ
う
し
て
そ
の

時
期
は
、
　
「
六
四
四
年
五
月
、
叉
は
其
の
十
月
で
あ
ら
う
、
と
い
っ
て
み
る
。

　
　
　
　
北
憂
薄
に
於
け
ろ
西
・
薦
園
國
の
角
逐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
纂
十
七
巻
　
第
一
號
　
　
一
一
一

（　lll一）



　
　
　
　
牝
礎
灘
に
於
け
る
霞
．
繭
爾
國
の
角
返
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
第
｝
號
　
　
一
一
ニ

　
ァ
ン
ヘ
レ
ス
の
、
事
を
過
大
遣
す
る
性
質
が
、
是
等
の
精
察
に
も
現
は
れ
て
る
る
．
）
但
し
淡
水
が
、
昔
か
ら
多
少
の

船
の
寄
港
す
る
所
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
淡
水
河
の
流
域
の
物
資
の
呑
吐
欝
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
一
六
三
二
年
（
我
が

寛
永
九
年
）
、
師
ち
基
隆
落
城
の
十
年
前
に
、
在
淡
水
の
西
國
牧
師
エ
ス
キ
フ
ェ
ル
の
報
文
中
に
も
、
「
日
本
人
が
こ
、

に
來
て
、
土
蕃
と
交
易
す
る
者
も
あ
る
。
本
年
ヵ
シ
ド
ル
（
淡
水
）
に
三
艘
の
日
本
船
が
來
て
、
鹿
皮
を
満
載
し
て
鰭
航

し
た
が
、
そ
の
時
彼
等
は
、
本
甲
で
の
利
釜
は
、
絹
よ
り
鹿
皮
の
方
が
多
い
と
い
っ
て
み
た
。
」
と
あ
る
。
我
が
邦
入
が
、

基
隆
淡
水
に
足
を
入
れ
た
事
は
、
更
に
昔
か
ら
で
あ
る
。

（　ll・．）　）


